
保健体育センター表彰および各種奨励金の関係(概要) 

保健体育センターで運用している保健体育センター表彰は、学生センターで運用している各種奨励金（「開

かれた法政 21」奨学・奨励金、「L・U奨学金」団体スポーツ奨励金）と対応して運用されています。それぞれ

の対応関係は下記の通りで、奨励金に申請された場合は同時に保健体育センター表彰にも申請されたことと

みなされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

表彰の種類は 個人 3種類、団体 1種類 です。 

 

 

 

 

 最優秀選手賞 

・オリンピック 3位入賞 

・世界記録樹立 

・全年齢対象の世界選

手権にて 8位以内入賞 

・日本記録樹立 他 

 

優秀選手賞 

・オリンピック出場 

・全日本学生選手権優勝 

・年齢別日本代表として

試合に出場 

他 

 

功労賞 

・主将、主務を務

めた者 

・体育会本部運営

に貢献した者 

他 

 

優秀団体賞 

・団体競技の全日本学

生選手権で 4位以上 

・個人競技の団体種目

別の日本学生選手権

で優勝 他 

 

 

 

 

 
 

 

 

奨励金の種類は 個人 2種類、団体 1種類 です。 

 

 

学生特別表彰 

・「オリンピック 3 位入賞」

「世界記録樹立」 

⇒特別賞、150万円授与 

・「世界選手権 8位以内」「日

本記録樹立」 

⇒奨励賞、当該年度の年間

授業料相当額授与 

 

 

 

「開かれた法政 21」

奨学・奨励金 

・オリンピック出場 

⇒ 40万円 

・その他の条件に該当 

⇒ 20万円 

 

 

・団体競技の場合 

⇒優勝・100万円、準優勝・50万円、 

ベスト 4・25万円 

・個人競技における団体種目 

⇒優勝・50万円 

・個人競技における団体戦種目別 

⇒優勝・20万円 

「L・U奨学金」団体スポーツ奨励金 

 

保健体育センター表彰 

学生センター運用奨学・奨励金 



「保健体育センター表彰基準」 

 

2019 年度以降用 2018 年度以前用（内規・体育会表彰基準） 

（目的） 

第１条 本基準は，スポーツ分野で優れた実績を

挙げた学生及び学生団体，並びに体育会各部

の運営に功労のあった学生と部長・監督を適

切に表彰するために定める。 

 

（表彰の対象） 

第２条 本基準にて表彰対象となる競技は，オリ

ンピック競技大会，パラリンピック競技大会，

アジア競技大会，ユニバーシアード競技大会に

て実施される競技，又は本学体育会各部の競技

とする。 

 

（表彰の種類） 

第３条 本基準による表彰は，次に掲げる各号の

とおりとする。 

（１）最優秀選手賞 

（２）優秀選手賞 

（３）功労賞 

（４）優秀団体賞 

 

（最優秀選手賞） 

第４条 第２条に定める競技において，次に掲げ

る基準のいずれかを満たした者は，最優秀選手

とし，最優秀選手賞を授与する。 

（１）オリンピック競技大会あるいはパラリンピ

ック競技大会の個人又は団体種目で３位以

内に入賞 

（２）世界記録を樹立 

（３）オリンピック競技大会あるいはパラリンピ

ック競技大会若しくは両競技大会において

実施される競技における世界選手権大会

（年齢制限のないナショナルチームが出場

する主要大会。年代別代表が出場する大会

は除く）の個人，又は団体種目で８位以内

に入賞 

 

第１条 最優秀選手に該当する者は以下のとお

りとする。 

（１） 加盟する競技団体からの派遣要請によ

り日本代表選手として、国際競技大会

に出場した者。 

（２） 全日本学生選手権大会（同レベル）で

優勝及び準優勝した者、及び団体。 

（３） 全日本学生選手権大会（同レベル）で

優秀選手、ベストメンバー等に選ばれ

た者。 

（４） 個人記録を主とする競技において、国

際的又は日本新記録をマークした者及

びこれに準ずる者。 

 

第２条 優秀選手に該当する者、及び団体は以

下のとおりとする。 

（１） 全日本学生選手権大会（同レベル）で入

賞した者、及び団体。 

（２） 上記（１）に準ずる者、及び団体。 

 

第３条 功労者に該当する者は以下のとおりと

する。 

（１） 各部の主将、主務及び各競技団体の学連

委員として功績のあった者。 

（２） 各部の部長および監督として功績のあ

った者。 

 

第４条 その他 

（１） 最優秀選手、優秀選手は全学年を対象

とし、功労者は、学籍上の学年に関係

なく、当該年度で 4年間の体育会活動

を終える学生とする。 

（２） 表彰は、上記の１～３条の何れか１つ

とする。 

 



2019 年度以降用 2018 年度以前用（内規・体育会表彰基準） 

（４）日本記録樹立等の顕著な記録を残す 

 

（優秀選手賞） 

第５条 第２条に定める競技において，次に掲げ

る基準のいずれかを満たした者は，優秀選手

とし，優秀選手賞を授与する。 

（１）オリンピック競技大会，パラリンピック競

技大会，アジア競技大会，ユニバーシアー

ド競技大会及び各競技の世界選手権大会の

いずれかに日本代表として選出された者 

（２）体育会各部の競技における全日本選手権大

会又は全日本学生（大学）選手権大会で優

勝 

（３）体育会各部の競技における年齢別世界選手

権大会に日本代表として選出され試合に出

場 

 

（功労賞） 

第６条 次に掲げる基準のいずれかを満たした者

は，功労者とし，功労賞を授与する。ただし，学

生の授与は各部２名を上限とし，部長又は監督

の授与は，退任する年度の年度末とする。 

（１）最優秀選手を除いた学生のうち，主将又は

主務を務めた者，若しくは体育会各部及び

体育会本部の運営に貢献した者 

（２）体育会各部の部長を４年以上務めた者 

（３）体育会各部の監督を４年以上務めた者 

 

（優秀団体賞） 

第７条 第２条に定める競技において，次に掲げ

る基準のいずれかを満たした体育会各部は，優

秀団体とし，優秀団体賞を授与する。なお，各競

技の基準については別表のとおりとする。 

（１）体育会各部の競技（団体同士が対抗して行

うもの）における全日本学生選手権で４位以

内の成績を収める 

（２）体育会各部の競技（前号を除くもの）におけ

る全日本学生選手権の団体種目別で優勝する 

 

第５条 上記の選考については、体育審議会の

議を経て決定する。 

 

第６条 本基準の改廃は体育審議会で行う。 

 

付則（１）本基準は２００９年１１月２３日に

制定施行する。 

付則（２）本基準は２０１０年１０月４日に改

正する。 

付則（３）本基準は２０１５年９月２４日に一

部改正施行する。 

付則（４）本基準は２０１８年に一部改正施行

する。  

 

（注） 最優秀選手に該当する個人及び団体は、

原則として以下のとおりとする（ただ

し、本基準はスポーツ特待生学費免除

適用者、通教生にも適用するが、下記②

の適用はない）。 

① 本学規定第４２７号「法政大学学

生特別表彰規程」に該当する者。 

＊特別賞はオリンピック３位以内

入賞者とする。 

＊奨励賞は原則として、オリンピ

ック、世界選手権大会（フルメンバ

ーが出場する主要大会）８位以内

入賞者、日本新記録を樹立した者

とする。 

② 本学規定第７２４号「法政大学「開

かれた法政２１」奨学・奨励金給付

規程施行細則（スポーツ奨励金）」

に該当する者。 

③ 本学規定第９４７号「Ｌ・Ｕ奨学金

給付規程」に該当する団体（ただ

し、本基準は、個人競技における団

体競技の準優勝にも適用する）。 

④ 入賞とは、8位以内を目途とする。 

 

以上 



2019 年度以降用 2018 年度以前用（内規・体育会表彰基準） 

（表彰の決定） 

第８条 表彰の決定は，保健体育センター会議の

議を経て，保健体育センター長が決定する。 

 

（奨学・奨励金等受給資格者として推薦） 

第９条 最優秀選手賞，優秀選手賞及び優秀団体

賞を授与された個人又は団体は，次の各号のと

おり奨学・奨励金等受給資格者として保健体育

センター長から学生センター長に推薦すること

ができる。 

（１）最優秀選手のうち，「法政大学学生特別表

彰規程」第３条第１項第１号の特別賞に該

当する者 

（２）最優秀選手のうち，「法政大学学生特別表彰

規程」第３条第１項第２号の奨励賞に該当

する者 

（３）優秀選手のうち，「法政大学「開かれた法

政２１」奨学・奨励金給付規程施行細則

（スポーツ奨励金）」に該当する者 

（４）優秀団体のうち，「法政大学Ｌ・Ｕ奨学金

給付規程」第４条第１項第２号の団体スポ

ーツ奨励金に該当する団体 

 

（所管） 

第１０条 本基準に関する事務は保健体育センタ

ーが行う。 

 

（改廃） 

第１１条 本基準の改廃は，保健体育センター会

議の議を経て，職務権限規程に基づき行うもの

とする。 

 

付則 

１ 本基準は２０１９年４月１日から施行する。 

  （以上） 

 

  

 



 

法政大学学生特別表彰規程 

 
規定第４２７号 

一部改正 2018年 2月 1日   

 

（目的） 

第１条 本学学生にして学術，スポーツなどで，顕著な成果を揚げ，国際的な評価，あるいはこれに次

ぐ評価を受け，本学の名を高めることに著しく寄与した者を表彰する。 

（表彰の種類及び内容） 

第２条 表彰の種類及び内容は，次のとおりとする。 

（１）法政大学特別賞 国際的な評価を受けた者に対し行う。 

（２）法政大学奨励賞 前号に次ぐ評価を受けた者に対し行う。 

２ 表彰は，正賞（賞状）及び副賞をもって行う。 

３ 副賞については，別に定める。 

（表彰の基準） 

第３条 表彰は，第１条に該当し，かつ次の基準による者を対象とする。 

（１）特別賞 学術においては，その成果が顕著なもの，スポーツにおいては，オリンピック３位以内

入賞者 

（２）奨励賞 学術，スポーツにおいてその成果が特別賞に次ぐ者 

（表彰の決定） 

第４条 表彰は，総長が決定し授与する。 

（表彰の時期及び形式） 

第５条 表彰の時期及び形式については，学生センター及び関連部局の協議により決定する。 

（規程の改廃） 

第６条 本規程の改廃は,学生センター会議の議を経て，職務権限規程に基づき行うものとする。 

２ この規程の事務局は,学生センター市ヶ谷学生生活課とする。  

付 則 

１ この規程は，昭和６２年１２月１日から施行する。 

２ この規程の施行に伴い，昭和５９年３月２２日施行の法政大学特別賞規程は廃止する。 

３ この規程は，２０１８年２月１日から一部改正し,施行する。  

（追５１）  

 

○法政大学学生特別表彰の副賞に関する内規 
規定第４２８号 

 

一部改正 2008年 4月 1日 

 

第１条 法政大学学生特別表彰規程第２条第３項に定める副賞については，次のとおりとする。 

（１）特別賞は，1,500,000円を授与する。 

（２）奨励賞は，当該年度年間授業料相当額を授与する。 

 

   付 則 

１ この内規は，昭和６２年１２月１日から施行する。 

２ この規程は，２００８年４月１日から一部改正し，施行する。 

 



「開かれた法政 21」奨学・奨励金給付規程施行細則（スポーツ奨励金） 

 

2019 年度以降用 2018 年度以前用 

規定第７２４号 規定第７２４号 

     

一部改正 2003年12月 1日 2007年 4月 1日 一部改正 2003年12月 1日 2007年 4月 1日 

2008年 4月 1日 2011年 4月 1日   2008年 4月 1日 2011年 4月 1日   

2018年 4月 1日 2018年 6月 5日     2018年 4月 1日 2018年 6月 5日     

2019年 4月 1日     

（目的） （目的） 

第１条 この細則は，法政大学「開かれた法政２

１」奨学・奨励金給付規程第３条に定めるスポ

ーツ奨励金（以下「本奨励金」という。）の選

考・給付を円滑に行うための事項について定め

る。 

第１条 この細則は，法政大学「開かれた法政２

１」奨学・奨励金給付規程第３条に定めるスポ

ーツ奨励金（以下「本奨励金」という。）の選

考・給付を円滑に行うための事項について定め

る。 

（給付目的） （給付目的） 

第２条 本奨励金は，スポーツ分野に対する支援

を通じて，本学の活性化を促進することを目的

とする。 

第２条 本奨励金は，スポーツ分野に対する支援

を通じて，本学の活性化を促進することを目的

とする。 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 本奨励金の受給資格者は，原則として体

育会に所属し，当該年度に次の各号の実績を残

した者とする。ただし，競技日程により当該年

度中の手続きが完了しない３年生以下の者に限

り，次年度の受給資格者とすることができる。 

第３条 本奨励金の受給資格者は，原則として体

育会に所属する者とし，当該年度の全日本学生

（大学）選手権レベルの大会で優勝した者又は

団体競技・種目における同レベルの大会におい

て最も優れた活躍をした者（客観的な評価を得

た者）並びに注目度の高い競技種目で優れた活

躍をした者（客観的な評価を得た者）とする。

ただし，競技日程により当該年度中の手続きが

間に合わない３年生以下の者に限り，次年度の

受給資格者とすることができる。 

（１）オリンピック競技大会，パラリンピック競

技大会，アジア競技大会，ユニバーシアード

競技大会及び各競技の世界選手権大会のいず

れかに日本代表として選出された者。 

 

（２）全日本選手権大会又は全日本学生（大学）

選手権大会で優勝した者。  

 

（３）年齢別世界選手権大会に日本代表として選

出され試合に出場した者。  

 

２ 前項の定めにかかわらず，体育会に所属して

いない者で，オリンピック競技大会及びパラリ

ンピック競技大会にて実施される競技種目にお

いて，前項のいずれかに該当する者は申し出に

より受給資格者とする。 

２ 前項の定めにかかわらず，体育会に所属して

いない者が前項のいずれかに該当する場合は申

し出により受給候補者として第３項の審議の対

象とすることができる。 



2019 年度以降用 2018 年度以前用 

３ その他，第１項第１号及び第２号に準ずるも

のとして，保健体育センターが推薦した者を受

給資格者とすることができる。 

３ 具体的な競技種目及び受給資格者は，毎年度

保健体育センターが推薦する。 

（金額） （金額） 

第４条 本奨励金の給付金額は，次に掲げる各号

のとおりとする。ただし，前条第２項及び第３

項の規定により受給資格を得たものは，次の各

号のいずれかに該当させるものとする。 

第４条 本奨励金の給付金額は，選考年度の各人

の授業料半額相当額とする。 

（１）前条第１項第１号に該当する者は４０万円   

（２）前条第１項第２号及び第３号に該当する者

は２０万円  

 

（手続） （手続） 

第５条 保健体育センターは，第３条に定める受

給資格者の名簿を，学生センター厚生課に提出

する。 

第５条 保健体育センターは，第３条に定める受

給資格者の名簿を，学生センター厚生課に提出

する。 

２ 学生センター厚生課は，所定の手続きを経て

決定した奨学生に本奨励金を給付する。 

２ 学生センター厚生課は，所定の手続きを経て

決定した奨学生に本奨励金を給付する。 

（改廃） （改廃） 

第６条 この細則の改廃は，学生センター会議の

議を経て，職務権限規程に基づき行うものとす

る。  

第６条 この細則の改廃は，学生センター会議の

議を経て，職務権限規程に基づき行うものとす

る。  

付 則 付 則 

１ この細則は，２００２年４月１日から施行

し，２００３年４月１日現在の在学生より適用

する。 

１ この細則は，２００２年４月１日から施行

し，２００３年４月１日現在の在学生より適用

する。 

２ この細則は，２００３年１２月１日から一部

改正し施行する。 

２ この細則は，２００３年１２月１日から一部

改正し施行する。 

３ この細則は，２００７年４月１日から一部改

正し施行する。 

３ この細則は，２００７年４月１日から一部改

正し施行する。 

４ この細則は，２００８年４月１日から一部改

正し施行する。 

４ この細則は，２００８年４月１日から一部改

正し施行する。 

５ この細則は，２０１１年４月１日から一部改

正し施行する。 

５ この細則は，２０１１年４月１日から一部改

正し施行する。 

６ この細則は，２０１８年４月１日から一部改

正し施行する。 

６ この細則は，２０１８年４月１日から一部改

正し施行する。 

７ この細則は，２０１８年６月５日から一部改

正し施行する。  

７ この細則は，２０１８年６月５日から一部改

正し施行する。  

８ この細則は，２０１９年４月１日から一部改

正し施行する。 

 

（追５２） （追５２） 

 



 

Ｌ・Ｕ奨学金給付規程 

 
規定第９４７号 

一部改正 2011年 4月 1日  2017年4月1日 

2018年4月1日  

 

（目的） 

第１条 法政大学(以下「本学」という。)は，指定する試験に合格した学生及び団体（団体種目）スポ

ーツにおいて優れた成績を収めた学生団体を奨励するためにＬ・Ｕ奨学金給付制度を設定する。 

（資金） 

第２条 本奨学金は，Ｌ・Ｕ奨学基金から生じる果実を財源とする。 

（種類） 

第３条 本奨学金の種類は，次の各号のとおりとする。 

（１）Ｌ・Ｕキャリア・アップ奨励金 

（２）団体スポーツ奨励金 

（給付金額） 

第４条  

（１）Ｌ・Ｕキャリア・アップ奨励金 

   指定試験合格者 ２００，０００円（２０２１年度以降合格者より５０，０００円） 

（２）団体スポーツ奨励金（当該団体へ支給） 

   団体競技の場合 

   優勝 １，０００，０００円 

   準優勝  ５００，０００円 

   ベスト４ ２５０，０００円  

   個人競技における団体種目の場合 

   優勝   ５００，０００円 

   個人競技における団体戦で種目別の場合  

   優勝   ２００，０００円  

        ただし，３種目以上優勝の場合でも上限は１部につき５００，０００円とする。また，

総合優勝の場合は５００，０００円とする。  

（受給資格者） 

第５条 本奨学金は本学学部に在籍し（通信教育部生，科目等履修生は除く。），次の２項に該当する

学生及び３項に該当する団体に給付することができる。 

２ Ｌ・Ｕキャリア・アップ奨励金 

  気象予報士試験，行政書士試験，高度情報処理技術者試験（プロジェクトマネージャー試験，シス

テムアーキテクト試験，ITストラテジスト試験，ITサービスマネージャー試験，エンべデットシステ

ムスペシャリスト試験，データベーススペシャリスト試験，ネットワークスペシャリスト試験，シス

テム監査技術者試験），情報処理安全確保支援士試験，社会保険労務士試験，税理士試験（複数科目

合格者に在学中１回のみ給付），中小企業診断士試験，通訳案内士試験，不動産鑑定士試験に合格し

た者。 

３ 団体スポーツ奨励金 

（１）団体競技の場合 

   全日本学生（大学）選手権レベル以上の大会で優勝，準優勝又はベスト４入りしたチーム。 

   なお，団体競技には，アメリカンフットボール，サッカー，アイスホッケー，ハンドボール，野

球，準硬式野球，バレーボール，陸上ホッケー，バスケットボール，ラグビー，ラクロスで別表に

示す対象大会が該当する。 

（２）個人競技における団体戦及び団体戦で種目別の場合 

   全日本学生（大学）選手権レベル以上の大会で優勝したチーム。 



 

   別表による体育会の対象大会が該当する。  

  

 （申請手続き及び時期） 

第６条 本奨学金の給付を申請する者は，奨学生願書（実績又は合格を証明する書類を添付）を各地区

担当部局経由で総長に提出しなければならない。 

２ 申請時期は，毎年度２月とする。 

（選考及び決定） 

第７条 Ｌ・Ｕキャリア・アップ奨励金は，学生センター会議で選考し，総長が決定する。 

２ 団体スポーツ奨励金は，保健体育センターで出願資格審議後，学生センター会議で選考し，総長が

決定する。 

（取消) 

第８条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められた場合は，委員会の議を経て総長がその資格を取

り消すことができる。 

（１）提出した書類の内容に虚偽があったとき 

（２）退学若しくは除籍されたとき 

（３）その他奨学生として適当でないと認められたとき 

（返還請求） 

第９条 本学は前条の定めにより奨学生の資格を取り消した者に対し，給付した奨学金の返還を求める

ことができる。 

（所管） 

第１０条 本奨学金に関する事務は学生センターが行う。 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃は，学生センター会議の議を経て，職務権限規程に基づき行うものとする。 

付 則 

１ この規程は，２００８年１月１６日から施行する。 

２ この規程は，２００８年４月１日から一部改正し，施行する。 

３ この規程は，２０１１年４月１日から一部改正し，施行する。ただし，第５条第２項にかかわらず，

外務専門職試験，家庭裁判所調査官補Ⅰ種試験，裁判所事務官Ⅰ種試験に合格した者については，移

行措置として，２０１１年度末まで奨学金支給対象とする。 

４ この規程は，２０１７年４月１日から一部改正し，施行する。 

５ この規程は，２０１８年４月１日から一部改正し，施行する。  

  

別表  

（追５１） 



別表

L・U団体スポーツ奨励金給付「対象大会」等
2018年4月1日

部　名 大会名 備　考 区　分 奨励金額（優勝）

1 ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部 全日本大学アメリカンフットボール選手権（甲子園ボウル） 関東top8の１位は全国ベスト４相当 団体競技 100万

2 ボクシング部 全日本大学ボクシング王座決定戦
関東大学リーグ・関西大学リーグの1位同
士の大会（関東2位は全国ベスト４相当）

個人競技における団体戦 50万

3 山岳部 なし

4 自転車競技部 全日本大学対抗選手権自転車競技大会

チーム・チームスプリント・トラック総合・
ロード総合の４つを対象とする。
（トラック総合・ロード総合も個人競技にお
ける団体種目別）

個人競技における団体種目別
20万(団体種目別におけ
る総合優勝50万)

5 自動車部 •全日本学生自動車連盟 年間総合杯（団体）
全日本ジムカーナ選手権大会・全日本
ダートトライアル選手権大会・全日本学生
自動車運転競技選手権大会の総合結果

個人競技における団体戦 50万(総合優勝のみ対象)

6 サッカ－部
全日本大学サッカー選手権大会
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント大会

団体競技 100万

7 水泳部 日本学生選手権水泳競技大会 個人競技における団体種目別
20万(団体種目別におけ
る総合優勝50万)

8 スキ－部 秩父宮杯・秩父宮妃杯　全日本学生スキー選手権大会 個人競技における団体戦 50万

9
スケ－ト部
アイスホッケー

日本学生氷上競技選手権大会 団体競技 100万

9
スケート部
スピードスケート

日本学生氷上競技選手権大会 2000ｍスピード・チームパシュートが対象 個人競技における団体種目別
20万(団体種目別におけ
る総合優勝50万)

9
スケート部
フィギュア

日本学生氷上競技選手権大会 個人競技における団体種目別 20万

10 相撲部 全国学生相撲選手権大会 個人競技における団体戦 50万

11 ハンドボ－ル部 全日本学生ハンドボール選手権大会 団体競技 100万

12 卓球部 全日本学生卓球選手権大会・全日本大学総合選手権(団体） 個人競技における団体戦 50万

13 テニス部 全日本大学対抗テニス王座決定戦 個人競技における団体戦 50万

14 ソフトテニス部 全日本大学対抗ソフトテニス王座決定戦 個人競技における団体戦 50万

15 野球部
全日本大学野球選手権大会
明治神宮野球大会

団体競技 100万

16 準硬式野球部 全日本大学準硬式野球選手権大会 団体競技 100万

17 馬術部
全日本学生馬術大会
全日本学生馬術選手権大会
全日本学生馬術女子選手権大会

個人競技における団体戦 50万

18 バレ－ボ－ル部 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学選手権大会 団体競技 100万

19 陸上ホッケ－部 全日本大学ホッケー王座決定戦 団体競技 100万

20 ヨット部 全日本学生ヨット選手権大会 個人競技における団体戦 50万

21 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ部 全日本大学バスケットボール選手権大会 団体競技 100万

22 ラグビ－部 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 団体競技 100万

23 陸上競技部
日本学生陸上競技対校選手権大会
出雲全日本大学選抜駅伝競走（駅伝）
全日本大学駅伝対校選手権大会（駅伝）

個人競技における団体戦種目別
20万(団体種目別におけ
る総合優勝50万)

24 フェンシング部
全日本学生王座決定戦
全日本大学対抗選手権大会

個人競技における団体戦種目別 20万

25 空手部 全日本大学空手道選手権大会 個人競技における団体戦種目別 20万

26 バドミントン部 全日本大学バドミントン選手権大会 個人競技における団体戦 50万

27 柔道部
全日本学生柔道優勝大会
全日本学生柔道体重別団体優勝大会

個人競技における団体戦 50万

28 重量挙部 全日本大学対抗ウェイトリフティング選手権大会 個人競技における団体戦 50万

29 レスリング部
内閣総理大臣杯全日本大学選手権
　（男子フリースタイルだけの大会）
全日本大学グレコローマン選手権

個人競技における団体戦 50万

30 剣道部
全日本学生剣道優勝大会
全日本女子学生剣道優勝大会

個人競技における団体戦 50万

31 航空部 全日本学生グライダー競技大会 個人競技における団体戦 50万

32 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ部 なし

33 射撃部
日本学生選抜スポーツ射撃競技大会
全日本学生スポーツ射撃選手権大会

個人競技における団体戦 50万

34 ボート部 全日本大学選手権大会 個人競技における団体戦種目別
20万(団体種目別におけ
る総合優勝50万)

35 ゴルフ部
全国大学ゴルフ対抗戦・全国女子大学ゴルフ対抗戦
信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦
信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦

個人競技における団体戦 50万

36 弓道部
全国大学弓道選抜大会
全日本学生弓道選手権大会
全日本学生弓道王座決定戦

個人競技における団体戦 50万

37 少林寺拳法部 少林寺拳法全日本学生大会 個人競技における団体戦 50万

38 ラクロス部 全日本ラクロス大学選手権大会 団体競技 100万

※スケート部の氷上総合優勝は対象としない。
※以下は「開かれた法政21」スポーツ奨励金
　ボート部のシングルスカル・ダブルスカル、水泳の個人種目、陸上競技の個人種目、
　個人競技の団体種目→ダブルス・リレー等２人の場合
※以下は「団体スポーツ奨励金」個人競技(優勝２０万円)【新規】
　個人競技の団体種目→リレー等３人以上の場合
　競技によっては、団体種目の総合で多額になる可能性があるため上限は１部につき５０万円まで。



各種提出物一覧

種類 期限 備考 ページ

主将・主務・会計担当者届 29

指導者名簿 30

【補】
国内遠征費補助願・

国内・海外遠征予決算書
42・44

【補】
海外遠征費補助願・

国内・海外遠征予決算書
43・44

【補】
学外施設使用補助願・

学外施設練習場領収書一覧表
45・46

【補】高額機器購入補助願 47

保険加入名簿（現部員）

（スポーツ安全保険など）
３月末

入部願・届 以降、その都度１週間以内 31

部員名簿

保険加入名簿（新入部員）

（スポーツ安全保険など）

加入は入部と同時

それ以降は随時

【補】運営費補助願 40

【補】体育会活動費補助願 41

【会】収支決算書・収支予算書 53～60

【会】金銭出納帳 63

【会】現金有高票 64

【会】スポンサー契約報告書 ５月末 収支決算書に添付 72

退部願・届 その都度１週間以内 32

競技成績報告書 大会終了、１週間以内 33

合宿・大会参加届/参加者名簿 事前提出 34・35

【補】優勝祝賀会補助願 48

【補】特別海外交流補助

欠席願 試合日の21日前まで 詳しくはｐ22～23参照

【補】：補助金関係　　【会】：会計関係

※体育会HPの「体育会関係者の方へ」よりリーダーズミーティング冊子を見ることができます。

https://www.hosei.ac.jp/koho/taiikukai/171009_01.html

1月10日

石岡総合体育館利用申し込み
利用の3か月前から

7日前まで

 市ケ谷　防災センター　TEL. 03-3264-9533

 多　摩　多摩体育課　　TEL. 042-783-2732

 小金井　学生生活課　　TEL. 042-387-6042

詳しくはｐ39参照

詳しくはｐ39参照

随 時

随 時

(１月末締め)
詳しくはｐ39参照

５月末

4/1～5/31 詳しくはｐ39参照

４月末

https://www.bing.com/search?q=%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%80%80%E4%BD%93%E8%82%B2%E4%BC%9A%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%81%B8&form=IENTNB&mkt=ja-jp&httpsmsn=1&refig=0035fb49c5b44a478dff183ce1be1926&sp=-1&pq=%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6+%E4%BD%93%E8%82%B2%E4%BC%9A%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%81%B8&sc=0-14&qs=n&sk=&cvid=0035fb49c5b44a478dff183ce1be1926

